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事務所通信

6月といえば梅雨。雨が多いのはなんとなく気が滅入リますが、この時期に雨が少ないと夏の水不
足が心配になリます。どうせなら、日本の風物詩として楽しみたいですね。

掲載内容に関してこ不明点等があれば、お気軽に当事務所までお問い合わせください。
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■賃上げへのインセンティブ

「所得拡大促進税制」の見直し

■今年度も実施される協会けんぽの
被扶養者資格の再確認

■転職者の現在の
職場における満足度

■企業がクラウドサー ビスを
使う理由とその効果

■編集後記
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瓢霧情報2017年6月号

賃上げへのインセンテイプ
「所得鉱大偲遍議制」の見直し

,.......................................................................................................................................... ..............................................................■ 

企業の収益を利益として内部留保するだけ

でなく、 投資や雇用の増加、 賃金上昇につな

げ、 これが消費や需要増加に結びつく「好循

環」を目指す目的で、 さまざまな税制上の優

遇措置が設けられています。 そのうち賃金上

昇へのインセンティプとして、 「所得拡大促

進税制」という制度が設けられています。 こ

の制度の優遇内容が、 平成29年度税制改正で

見直されました。

'1 jiJi得鑢大偏遍議鶴
所得拡大促進税制とは、 青色申告者である

法人が、 平成25年4月1 日から30年3月31 日ま

での間に開始する各事業年度に、 役員等一定

の者を除いた国内の雇用者へ支給した給与等

について、 一定の要件を満たす場合には、 一

定の税額を控除することができる制度です。

この場合の一定の要件とは、 次の3つ全て

を満たす必要があります。

①雇用者給与等支給額（当事業年度の国内
雇用者に対する給与等のうち、 損金とし

て認められるものの合計額）

…平成24年度から一定割合※以上の増加
※例えば平成29年度では、

中小企業者等3%、 大企業5%

②雇用者給与等支給額（①に同じ）
…前事業年度以上の増加

③平均給与等支給額（当事業年度の継続雇
用者1人当たりの月平均給与額）
…前事業年度を上回る増加

受けられる税額控除額は、 基本的には上記

①の増加額の10％です。 ただし、 平成28年4

月1 日以後に開始する事業年度において、 雇

用増加へのインセンティブである「雇用促進

1"MyKomon 

税制」の適用と併用する場合には、 税額控除

額について一定の調整が必要となります。 な

お、 税額控除額は法人税額の10%（中小企業

者等は20%) が上限です。

,I ii.iEの内害
平成29年度税制改正により、 中小企業者等

と大企業それぞれ次の見直しがされました。

・［割合の上乗せ］
適用要件③における当事業年度の
平均給与等支給額が、 前事業年度
よりも2％以上増加している場合は、
税額控除額の割合を12％上乗せし、
合計22％の控除が受けられる。
一方、 増加割合が0％超2％未満の
場合は、 改正前の10％を適用する。

（次ページ［参考］をご参照）

・［適用要件③の付加］
適用要件③における当事業年度の
平均給与等支給額が、 前事業年度
よりも

“

2％以上
”

増加する要件を
皿する。
つまり、0％超2％未満の増加では、
改正後は適用できないこととなる。

・［割合の上乗せ］
税額控除額の割合を2％を上乗せし、
合計12％の控除が受けられる。

この改正は、 平成29年4月1日以後に開始す

る事業年度において適用します。

また所得拡大促進税制は、 個人事業者（所

得税）についても同様の措置が講じられてお

り、 同様の改正がなされています。
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鵬鶴情輻2017年6月号

なお、ここでの「中小企業者等」とは、次に掲げる中小企業者又は農業協同組合等をいい
ます。

1.資本金又は出資金の額（以下、資本金）が1億円以下の法人
ただし、同一 の大規模法人（資本金1憶円超の法人、又は資本等有しない法人のうち

常時使用する従業員の数が1. 000人超の法人で、中小企業投資育成株式会社を除く。以
下同じ）に発行済株式総数の2分の1以上所有されている法人、及び複数の大規模法人に
発行済株式総数の3分の2以上所有されている法人は除きます。

2.資本等を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人

ちなみに平成29年度税制改正により、中小企業者等の定義として上記に、「過去3年間の平
均課税所得が15億円以下であること」が加わりました。ただしこの改正は、平成31年4月1日
以後に開始する事業年度において適用しますので、平成29年度における中小企業者等は、上
記改正前の定義でご判断いただくことになります。

［参考］改正の内容（中小企業者等の場合）

［ 一人当たり平均給与が、前年比2％未満の場合］

→変更なし（平成24年度からの増加分につい
て10％税額控除）

［ 一人当たり平均給与が、前年比2％以上の場合］

→前年度からの増加額について控除率を上乗
せして、 22％税額控除できる。

玉体例］ 従業員数20人。H24の一人当たりの平均給与が500万円で、継続的13貸上げしてきた事業者を想定。］

①前年度から一人当たり平均給与を5万円アップ
させた場合。

＜給与総額（百万円）＞

前年度比2％未満
103............................ 

100 -------

H24 H28 H29 
（基準事業年度）

税額控除できる額
＝（平成24年度からの増加額） X10％控除

=(104百万円ー100百万円） X1096

=40万円の税額控除

�MyKomon 

②前年度から一人当たり平均給与を35万円アップ
させた場合。 110 

＜給与総額（百万円）＞

105................... .. 
前年度比2％以上

103 ·····-·····················, 

100 ---

H24 H28 H29 
（基準事業年度）

税額控除できる額
＝（平成24年度から前年度同額までの額） X10％控除十

（前年度からの増加額）X22％控除
=(103百万円•100百万円） X1096+(110百万円—103百万円） X22%

=184万円の税額控除

（中小企果庁「平成29年度税制改正パンフレット (PDF形式： 13,804KB) 」より）

税理士法人サム・ライズ 未来会計法人メイキット

https://some-rize.jp/埼玉県川越市脇田本町11-1 川越シティビル7F

https://some-rize.jp/
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今年麿も実篇される
協会けんぽの線扶養奢資楢の再確認

全国健康保険協会（協会けんぽ）では、 健康保険の被扶養者となっている
人が、 継続 してその状況にあるかの確認を毎年度実施しています（被扶養者資格の再確認）。 今
年度についても実施されることが発表されていますので、 その流れ等を確認しておきましょう。

■..................................................................................................................................................................................................................................................................... .. 

庄再讀麗の瀧れ ＇］封象外となる櫨扶●奢の鰭虚
被扶養者資格の再確認は適用事業所単位で

行われることになっており、 6月上旬より事
業主宛に被扶養者状況リスト（以下、 リス
ト）等が送付されます。 事業主は送付された
リストに基づき、 被保険者に被扶養者の年収
や同居の状況等を聞くこと等により、 現在も
健康保険の被扶養者の条件を満たしているか
の確認を行い、 リスト等を協会けんぽに返送
します。 このリスト等の提出期限は、 7月31
日です。

陀胃讀璽の鰭彙となる櫨鋏羹奢
再確認の対象は全被扶養者ですが、 以下の

人は除かれます。

①平成29年4月1 日において18歳未満の被扶

養者
②平成29年4月1 日以降に被扶養者認定を受

けた被扶養者
③任意継続 被保険者の被扶養者

被扶養者が、 現在も扶養の対象となってい
る場合には、 リストに事業主の確認印を押す

ことになりますが、 扶養の対象外となってい
る場合には、 リストに同封されてくる被扶養
者調書兼異動届を記入することになります。
ただし、 この届出で手続きを行う場合には、
提出から処理が完了するまで1ヶ月ほどかか
る こともあるため、 処理を急ぐときには、 通

常の健康保険被扶養者（異動）届を年金事務
所（※）へ提出するようにしましょう。

なお、 対象外となる被扶養者がいる場合に
は、 いずれの届出で行うかに関わらず、 その
人の健康保険証を添付することを忘れないよ
うにしましょう。
※リスト等の提出先は協会けんぼですが 、 健康保険被

扶養者（異動）届の提出先は年金事務所になります。

剛抜養の鱚象外となった遍由
これまでの再確認で、 扶養の対象外となっ

た主な理由は、 「就職したが削除する届出を
年金事務所（日本年金機構）へ提出していな
かった。 」というものがほとんどであり、 ニ
重加入による被扶養者の削除の届出漏れが多
く見受けられます。 この他にも、 収入超過に
よるものもあります。

この再確認の目的には、 高齢者医療制度における納付金・支援金及び保険給付の適正化が
あります。 高齢者の医療費は、 税金、 本人負担による他、 協会けんぽ、 健保組合、 国民健康
保険等の医療保険制度から拠出されており、 こうした協会けんぽなどからの支援金等は、 原
則として各々の制度の加入者（被保険者および被扶養者）の人数などに応じて算出されます。
適正な負担となるように、 しつかりとした被扶養者の再確認が求められています。
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匿轡情輯2017年6月号

転職奢の親在の職場における満足麿

,.......................................................................................................................................... ..............................................................■ 

人材不足を補うために、 中途採用を行う企業が多くなっています。 ここ
では平成29年3月に発表された調査結果（※）から、 事業所規模別に転職者の現在の職場の満足
度をみていきます。

■..―.................................................................................................................................................................................................................................................................... 

町仕事内害は70％近くが瀾足 ＇］人圃闘偏は50％以上が漏足
仕事内容・職種の満足度は、 1,000人以上

規模で満足の割合が78.9％となりました。 そ

の他の規模も67~71％と高くなっています。

一方、 不満足の割合はすべての規模で10％未

満となりました。

庄賃會は潤足の割會が50%（こ眉かず
賃金については、 1,000人以上規模で満足

の割合が50％を超えましたが、 その他は44~

47％にとどまりました。 一方で、 不満足の割

合は25"-29％程度となりました。

人間関係は、 100人以上の規模で渦足の割

合が60％を超え、 99人以下の規模も50％を超

えています。 一方不満足の割合は、 13％程度

までにとどまりました。

D. I.は仕事内容・職種がほぼ60ポイントを

超えましたが、 賃金は最高でも25.5ポイント

で、 人間関係は50ポイント前後になりました。

企業には、 採用した中途社員が定着し、 早

期に戦力として活踵できるような取組が求め

られます。

事業所規模別現在の職場での満足度（％、ポイント）

転職者計 満足 とちらでもない 不満足 不明
D.I.（満足ー

不満足）
仕総数 100.0 69.4 21.6 8.2 0.81 61.2 
事 1,000人以上 100.0 78.9 15.6 5.2 0.2 73.7 

300~999人 100.0 71.2 19.8 8.0 0.9 63.2 
唇

100~299人 100.0 71.4 19.7 8.0 1.0 
職 30~99人 100.0 68.9 21.9 7.7 1.6 61.2 
種 5~29人 100.0 67.6 23.2 9.0 0.2 5- -8.6

総数 100.0 45.6 25.7 27,9 0.8 17.7 
1,000人以上 100.0 50.6 23.7 25.1 0.6 コ 25.5 

賃 300~999人 100.0 47.0 23.3 28.1 1.5 18.9 
金 100~299人 100.0 47.8 25.7 25.5 1.1 丁 22.3

30~99人 100.0 45.2 24.1 29.3 1.4 「二 15.9
5 ~29人 100.0 44.2 27.4 28.2 0.2 l 16.0 

総数 100.0 58.8 28.5 12.0 0.7 46.8 
人 1,000人以上 100.0 63.2 24.5 11.6 0.7 51.6 
間 300~999人 100.0 61.5 29.0 8.5 1.0 53.0 
襲l 100~299人 100.0 60.5 27.2 11.3 0.9 49.2 
係 30~99人 100.0 57.8 27.8 13.1 1.3 44.7 

5 ~29人 100.0 57.7 29.7 12.3 0.2, 45.4 
厚生労働省「平成27年転職者実態調査」よ＂乍成

（※）厚生労働省「平成27年転職者実態調査」
日本標準産業分類（平成19年11月改定）に基づく16大産業に属し、 5人以上の常用労働者を雇用する事業所から 、 産業別、

事業所規模別に無作為に抽出した17,023事業所とそこに就業している一般労働者の転職者から 、 無作為に抽出した労働者
11, 191人を対象にした調査です。 事業所調査の有効回答率は61.8% 、 個人調査の有効回答率は54.4％となっています。 詳細
は次の1JRLのページから確認いただけます。 http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/6-18.html
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企業がクラウドサーピスを
値う運由とその鶴果

メ ール配信システムやグループウェア、 オンラインストレージにクラウド
会計ソフトなど、 クラウドコンピュ ーティングサー ビス（以下、 クラウドサー ビス）が多様化し、
導入する企業も増えています。 ここでは、 企業がクラウドサー ビスを利用する理由やその効果に
ついて、 みていきます。

■..................................................................................................................................................... .................................................................................................................. 

庄クラウドサービスの祠用状況
総務省が毎年実施している調査結果（※）

によると、 クラウドサービスを利用している

企業の割合は、 平成23年の21.4％が27年には

44.0％と、 5年間で2倍の割合になっています。

そして利用しているサービスでは、 電子メ ー

ルやファイル保管・デー タ共有、 サーバー利

用などの割合が高くなっています。

庄クラウドサービスを祠屠する遷白
前述の調査結果から、 企業がクラウドサー

ビスを利用する理由の上位半分をまとめると、

表1のとおりです。

【表1】クラウドサービスを利用している理由（複数回答、 ％）
き4と五竺目を社内上丑ユー聾がなゆら
とtでもサービスを利用できるから
f初期導入コストー柁安価だ5 ― 沿

―

安定運用、 可用性が高くなるから（アベイラビ」ティ）
情報遍元噂に3”るセ

ー

キュリテ4”'くなるから
システムの容量の変更なa閃辻呈に対応できるから
邑テムよ灰コストが安いから
サー巳Uの信頼性が高いから oo.7 

総務省「平成27年通信利用動向調査」よ＂乍成

資産、 保守体制を社内に持つ必要がないか

らの割合が最も高く、 40.5％となりました。

また、 どこでもサービスを利用できるから、

初期導入コストが安価だったからの割合が

30％を超えています。

モクラウドサービスの鶴畢
次に、 クラウドサービス利用企業における

効果について、 従業者規模別にまとめると表

2のとおりです。

【表2】従業者規模別クラウ代ナービスの効果(%)

非常に効果加知た
ある程度効果があった
あま”り果がなかった

100~299 300人 2,000人
人 以上計 以上計

32.11 26.7 34.4] 
55.6 

マイナスの効果であった 0.5 
面果（必沼対召ない L 16．同 11ぶI _ 9.0,
不詳 4.8 2.7 1.0 

総務省「平成27年通信利用動向調査」より作成

どの規模においても、 ある程度以上の効果

があったとする回答が70％以上となっていま

す。 一方、 マイナスの効果であったとする割

合は、 100,....,299人規模の0.5％のみであり、

クラウドサー ビス利用企業では、 導入による

マイナスの効果はほとんどないという結果に

なりました。

クラウドサー ビスは、 規模の大きな企業での利用が進んでいます。 今後は中小企業でも、
生産性向上のための取組として利用が進むものと思われます。

（※）総務省「平成27年通信利用動向調査」
常用雇用者数100人以上の企業を対象に5,140企業を抽出して行われ、 28年6月に発表された調査です。 有効回収率は

53.3％です。 クラウドコンピュ ーティングサー ビスとは、 ネットワ ー ク上に存在するコンピュ ーク資源を、 インタ ーネット
等のブロ ー ドバンド回線を経由して 、 利用者が「必要な時に 、 必要な量だけ」 、 役務（サー ピス）として使用できる技術で
あり 、 ASP (Application Service Provider)が提供するSaas (Software as a Service)なども含まれます。 詳細は次の
URLのページから確認いただけます。 http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/statistics/statistics05.html
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社会保険関係の提出が 目 白押 しです。 また、 夏季休暇は、 事前に取引先への周知を徹底 し、
取引先の休暇状況も あわせて確認 しておきま し ょ う。

0

0
0

0

 

2017年7 月

1 . 所得税の予定納税額の減額申 請 お イ士 事： 侃i 忘 鈴及
2 . 労働者死傷病 （軽度） 報告の提出

3 . 健康保険 ・ 厚生年金の 「被保険者報酬月 額算定基礎届 」 提出

4 . 中元の発送、 暑中見舞 い状の送付

5 . 夏季休暇にまつわる諸業務

| 1 ． 所得税の予定納税額の減額申請
I 

7月 は所得税 （復興特別所得税を含む） の予定納税額の納付月 と な り ますが、 予定納税の養務のある人
で、 その年の申告納税見積額が予定納税基準額に満たな いと見込まれる場合には、 予定納税額の減額に係
る承認を申請する こ と ができます。

予定納税基準額 と は、 税務暑が計算を して事前に通知する予定納税額をいい、 予定納税基準額が1 5万円
以上になる場合に、 予定納税が必要 と な り ます。 こ の予定納税基準額は、 所得税及び復興特別所得税の合
計額で計算されています。

お中元は7月 中旬までに先方に届 く よ う 手配 し ます （配送の場合は先方へ到着する 日 程の確認、 訪問す
る場合は、 訪問する人にいつ行 く のかの確認も 忘れな いよ う にす る と よ いで し ょ う） 。 万が一遅 く な っ て
し ま っ た場合は、 7月 1 6 日 ～立秋までは 「暑中 お見舞い」 、 立秋か ら9月 上旬までは 「残暑お見舞い」 と す
るのが一般的ですが、 地方に よ っ て多少時期がずれる こ と も あ り ます。

また、 当方 ・ 先方のいずれが喪中 であって も贈答に差 し支え あ り ませんが、 先方が気落ち し て いる よ う
で あれば、 「暑中 お見舞い」 「残暑お見舞い」 と し て贈る気配 り も したいも のです。

さ ら に、 挨拶状や暑中見舞い状については、 会社名 ・ 氏名 ・ 肩書な どに誤 り がないか、 送付前に再確認
を し ま し ょ う 。

お中元を いただいた際のお返 し は必要あ り ませんが、 早めにお礼状を送付 し ま し ょ う 。

5 . 夏季休暇に ま つわる諸業務

夏季休暇を実施する企業は、 事前に取引 先 に 日 程の通知をす る と 同時に、 先方の休暇の有無 （ ある場合
は 日 程） の把握を しておきま し ょ う 。 また、 社内全体で一斉に休暇を取る場合は、 主に次の対策 を と っ て
おきま し ょ う 。

◆防犯 ・ 防火対策
→専門業者に依頼するのか、 社内で当番を組むのか等の対策を しま し ょ う 。

◆郵便など配達物の扱い
→郵便局には休暇中の郵便物の配達を休止 し、 休暇明 けに一括で受け取る こ と ができるサービスを受け

るための所定の届出用紙があ り ます。 今までに こ のサー ビスを受けた こ と がない場合は、 最寄 り の郵
便局へ問い合わせてみま し ょ う 。

◆休暇中 に出勤する社員の把握
◆社員の休暇中の連絡先の把握

→緊急連絡に備えておきま し ょ う 。
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労働保険の年度更新、 社会保険の算定基礎届の ほか、

夏季休暇が あ る 場合には、 取引 先へ事前にお知 らせする

と と も に 、 取引先の休暇状況 も確認 してお き ま し ょ う 。
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1 日 曜日 六曜 項 目
: : ：●社会保険の算定基礎届の提出 (~7月 10日）

1 : 土 ； 赤口 ●所得税の予定納税額の減額申 請 (~7月 1 8 日 ）
: ： ：●来春高校卒業予定者に対する学校への求人申 込及び学校訪問開始
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.
2.

3
4.
5.
6・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ヽ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ··· · · ·
7 ： 金 ： 赤口 ：小暑. . . . . . . . . ; . . . . . . . . . . 、 ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． . ． ． ． . ． ． ． ． ． ． ． ． . ． ． ． ． ． ． ． . ． ． . ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． . ． ． ． ． ． ． . ． ． . . ． ． . ． . ． . ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． . ． ． . ． . ． . ． . ． ． ． ． . ． . . . ． . . ． . ． . ． ． . . . . ． ． . . . ． . . . . ． . ． . . ． . . ． . ． . ． ． ． . . . ． . . ． ． . . . ． ． . . . ． . . ． . . . ． . . . . . . . ． ． . . ． ． . ． ． . . ． ． ． . ． ． ． . . ． ． ． ． .··I

8 • 土 ： 先勝. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., 
， ： 日 ： 友引 ：····r··· · · · · : - - · · · · · · · ·］●●臓東所得税．．．． ・ ・住民税特別薇収分の納付・・・・(6月分）．． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ．

●源泉所得税の納期の特例の適用 を受けている場合の源泉所得税の納付 (1~6月分）

10 ： 月 i 先負
: ： ：●一括有期事業開始届 （建設業） 届出
: ： ：●労働保険の年度更新• 

；●社会保険の算定基礎届の提出
ヽ ●継続· 有期事業概算保険料延納額の支払 （第1期分） ※口座振替を利用しない場合. . . . . . . . . ;.. . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . ;. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., 

1 1  火 ：仏滅

12 ： 水 ：大安：. . . . . . . . . , . . . . . . . . . . ヽ • . . . . . . . . ..,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., 
13 ： 木 ： 赤口 ：. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., 
14 ； 金 先勝. . . . . . . . . , . . . . . . . . . . 、 ． ． ． ． ． ． . ． ． ． ． . ． ． ． .
15

，
土 友引． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ．．． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． 

16  ： 日 ：先負. . . . . . . . . ;.. . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . ;.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,
1 7  ： 月 ： 仏滅 海の 日. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., 
18 ： 火 ： 大安

• ：●所得税の予定納税額の減額申請: ． ：●高年齢者雇用状況報告書及び障害者雇用状況報告書の提出

19 ： 水 赤口 ：

20 • 木
：先勝

· · · · · · · · · > · · · · · · · · ·  

21 ； 金 友引. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . 
22 ： 土 ： 先負

：

· · · · · · · · · > · · · · · · · · · · < · · · · · · · · · · ·  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  1

23 日 ； 赤口 ：大暑. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., 
24 ： 月 ； 先勝 ：. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
25 火 ： 友引

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ··· · · · · · · · · · • • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  

26 ： 水 ： 先負· · · · · · · · · > · · · · · · · · • · : · · · · · · ···•·:· · · · · · · · · · · ·  

27 ： 木 ： 仏滅 ：

28 ： 金 ：大安

29 ； 土 ； 赤口. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
30 ： 日 ： 先謄．．．． ヽ.. . . . . . . . . , . . . . .. .]●健康保険．．；・厚生年金保険料の支払・・(6月分).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

： ●所得税の予定納税 （第1 期分）
31 ： 月 ： 友引 ●労働者死傷病報告書の提出 （休業 日数1~3日 の労災事故[4月 ～6月 ］ につ いて報告）

●固定資産税 （都市計画税） の納付 （第2期分） ※市町村の条例で定める 日 ま で
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aff 編纂籟
6月 1さ ・ ・ ジ ュ ー ン7ライ ド

事務所の中で袖身v s 既幅lさち ょ うと半分 ！ ！ 
中にlさ只今幅活中の方もいか1 (

＾＾

)
統計に よると 埼玉県の男性平均結幅年齢は3 l .5織
セ性29.6歳。 寺た生涯未幅率も男性2 1 % セ性は9%
だとうでi$" ! 7=;ンスの大統領のよう に初恋0相手と
齢0差を蒙り 越えて純愛を ・ ・ ・ なんてなかなか難し
ぃ0でし ょ うか ？ さて今國のホ題は . . .

甘酸っlさい ？ ？ 思い出 （あなたの初恋 ）

横山

小笠原

踪＊

初恋は、 幼稚園の年長、 同じ
つl#，，，阜Jl0睦美ちゃんでした。
確か小学校に上がる前に引っ越
ししてしまい、 今ではとうされ
ているかわからすしまい。 当時
は痩せていたので今ホ会いして
もわかっていただけないと思い
ますが、 元気にされていれ,.,.な
によりです。
＇ 

石田
小学生の時に、 無口で控えめ
だけとスポーツ出来て頭の良
いりラスメイトが好さでした ) で
も、 学年ト..,7

゜
の可愛いセの子

もとの子が好さだということが
わかり、 身を引さました笑。 控
ぇのな人が好さだった自分に

今9さ驚さます笑 f
＇

 

小学校の同級生 藤枝君です。
，，ラスの中でも人気者 9 夏休計
に自宅に揖待され、 私だけ ？ ，
ドキドキ0と思って、 ホりかしし
て訪ねたら、 ，，ラスの数人が来
ていました。 。 すごくがっかりし
たのを未だに覚えていま�(I.D.
） ・゜ ・ 。 シ，，シ＂

黒田 私の初恋9さ、 同じマンションに
住んでいた同い年のセの子で
した。 幼稚園に入る前からの
友達で親通しも仲が良かった

0で、 いつも一緒に遊んでいき
した。 いつ好さになったかも覚
えていないのですが、 小学校3
年生の時に転校してしまい、 私

の初恋は終わりました。

只今、 幅活中の鈴木です（笑）。
初恋lさ小学校 1年生のとさだっ
たと思います。 同じ，，ラスのセ
の子でした。 友達ととの子の家
に遊びに行った記憶がかすかに
あります。 もうかれこれ30年近
く前なんですね（汗）

野口
初恋9が中学生でした ) 野球
部のエースで、 グランドの楠lさ
輝いてました。 当時，，ラス 9 の
美人のセ子とホ1寸さ合いをし
ていましたが、 30歳の時に同

窓会で久しぶりに会った時に脇
に座っていた奥様9さ、 隣の，，ラ
スの物静かなセの子でした )
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相藉 中学3年生の時に同じゲラスの
子が好さでした。 頭が良くて韻
がされいで偏等生を絵にかいた
ような子でした。 との当時私性
勉強も遅動も苦手だった0で住
む世界が違うと思って、 告白で
さませんでした。 でも当時は見
ているだけ、 しゃべることがでさ
ただけで幸せでした。

瀬Ill

ょ

d o , J 
ぐ

． ｀ よ

只今産休中 ！

がなさんも、 この機会にぜひ初恋の相手を思い出し 純粋
な気持ちで恋愛出来るといいですね ！

※既幅者は配偶者にですよ ！ ！
くれくれもドラマの昼韻にならないように('A)

（ホ知らせ）
...,'」ー 、-｀い，

.? 

◆ 7 月 1 3 日 木曜 日

所内研修のため、 終 日 留守番電話とさせて
頂きます。
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